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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９２９） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 相続税更正処分取消請求事件 

 国側当事者・国（浦和税務署長） 

 令和６年１月２５日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          甲 

 同訴訟代理人弁護士   濱川 俊 

 同補佐人税理士     高橋 安志 

             鈴木 正人 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       浦和税務署長 

             大竹 泰彦 

 同指定代理人      髙橋 紀子 

             小池 裕行 

             近間 一郎 

 

    主    文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    浦和税務署長が令和４年１月６日付けで原告に対してした平成３０年１０月●日の相続開始

に係る相続税更正処分のうち、課税価格６億６７０８万７０００円、納付すべき税額１億８

７６９万８３００円を超える部分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、被相続人を亡乙（平成３０年１０月●日死亡。以下「本件被相続人」という。）と

する相続に際し、相続人の一人である原告が、本件被相続人から相続した宅地のうち、納屋

の敷地の用に供されている部分を租税特別措置法６９条の４第３項１号所定の特定事業用宅

地等、それ以外の部分を同項２号所定の特定居住用宅地等として相続税の申告及び修正申告

をしたところ、①上記宅地のうち倉庫の敷地の用に供されている部分についても特定事業用

宅地等に含まれるのにその旨の申告をせず、特定居住用宅地等として申告したという誤りが

あった、②上記宅地を含む複数筆の土地の価額に評価の誤りがあったとして、更正の請求を

したところ、上記②については更正をすべき理由があるが上記①については更正をすべき理

由がないとする更正処分を受けたため、同更正処分のうち上記①に係る判断に不服があると

して、その一部の取消しを求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 
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    別紙１「関係法令の定め」に記載のとおりである（なお、同別紙中で定義した略称等は、以

下の本文においても同様に用いるものとする。）。 

  ２ 前提事実（当事者間に争いがないか後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並び

に当裁判所に顕著な事実） 

（１）相続の開始 

平成３０年１０月●日に開始した本件被相続人に係る相続（以下「本件相続」という。）

の法定相続人は、原告を含む４名（いずれも被相続人の子。以下「本件相続人ら」という。）

であった。 

  （２）相続による遺産の取得 

     原告は、平成３１年１月１５日、本件相続人ら間での遺産分割協議により、別紙２不動産

目録記載１の土地（以下「本件宅地」という。）、同目録記載２－１の建物（以下「本件自宅」

という。）及び同目録記載２－２の納屋（以下「本件納屋」という。）などを取得した。 

     原告は、平成３０年１０月●日（本件相続開始日）から本件相続税の申告期限である令和

元年８月●日までの間において本件宅地を有しており、本件宅地は、別紙３「本件宅地の利

用状況の概要」のとおり、本件自宅及び本件納屋のほか、倉庫（以下「本件倉庫」という。）

及び原告の親族の自宅の敷地としても利用されていた。原告は、平成２７年１月から本件建

物に居住し、本件被相続人と同居して生活を共にしていた。 

     原告は、本件相続の開始前から農業を営んでいたところ、本件相続税の上記申告期限まで

の間において農業を継続しており、本件納屋は原告の営む農業のために用いられていた。 

  （３）相続税の申告等 

    ア 原告は、本件相続税の申告期限までに、別表１「課税処分等の経緯」の「申告（期限

内）」欄記載の内容の、本件相続に係る相続税の申告書を提出した（以下「本件当初申告」

といい、本件当初申告に係る申告書を「本件当初申告書」という。）。原告が本件当初申告

書に添付した「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」及び「小規模宅地等につ

いての課税価格の計算明細書（別表）」（以下、これらを併せて「本件明細書」という。）

に記載した内容は、要旨、以下のとおりである。なお、原告は、本件当初申告書において、

特定事業用宅地等につき７５．００㎡と記載したところ（後記（ア）ｃ及びｅ）、これは、

本件宅地のうち本件納屋の敷地に供されていた部分（以下「本件納屋敷地部分」という。）

の面積として記載したものである。（甲２、４） 

（ア）特定事業用宅地等 

       ａ 特例の適用を受ける取得者の氏名 甲［事業内容・農業］ 

       ｂ 所在地番 さいたま市緑区●●外１筆の一部 

       ｃ 取得者の持分に応ずる宅地等の面積 ７５．００㎡ 

       ｄ 取得者の持分に応ずる宅地等の価額 ４５８万６１７４円 

       ｅ 上記ｃのうち小規模宅地等（「限度面積要件」を満たす宅地等）の面積 

  ７５．００㎡ 

（イ）特定居住用宅地等 

ａ 特例の適用を受ける取得者の氏名  甲 

ｂ 所在地番 さいたま市緑区●●外１筆の一部 

       ｃ 取得者の持分に応ずる宅地等の面積 ９８８．６２㎡ 



3 

 

       ｄ 取得者の持分に応ずる宅地等の価額 ６０４５万３１２４円 

       ｅ 上記ｃのうち小規模宅地等（「限度面積要件」を満たす宅地等）の面積 

  ３３０．００㎡ 

イ 原告は、令和２年４月１４日、本件当初申告につき、別表１「課税処分等の経緯」の

「修正申告」欄記載の内容の修正申告書を提出した（以下「本件修正申告」といい、本件

修正申告に係る修正申告書を「本件修正申告書」という。）。原告が本件修正申告書に添付

した「小規模宅地等についての課税価格の計算明細」（以下「本件修正明細書」といい、

本件明細書と併せて「本件明細書等」という。）に記載した内容は、要旨、以下のとおり

である。（乙１） 

    （ア）特定事業用宅地等 

       ａ 所在地番 さいたま市緑区●●外１筆の一部 

       ｂ 取得者の持分に応ずる面積 ７５．００㎡ 

       ｃ 取得者の持分に応ずる宅地等の価額 ４５８万６１７４円 

       ｄ 特例の適用を受ける取得者の氏名 甲 

       ｅ 上記ｂのうち特例の対象として選択した宅地等の面積 ７５．００㎡ 

       ｆ 課税価格の計算に当たって減額される金額 ３６６万８９３９円 

       ｇ 宅地等について課税価格に算入する価額（ｃ－ｆ） ９１万７２３５円 

（イ）特定居住用宅地等 

ａ 所在地番 さいたま市緑区●●外１筆の一部 

ｂ 取得者の持分に応ずる面積 ９８８．６２㎡ 

       ｃ 取得者の持分に応ずる宅地等の価額 ６０４５万３１２４円 

       ｄ 特例の適用を受ける取得者の氏名 甲 

       ｅ 上記ｂのうち特例の対象として選択した宅地等の面積 ３３０．００㎡ 

       ｆ 課税価格の計算に当たって減額される金額 １６１４万３３３５円 

       ｇ 宅地等について課税価格に算入する価額（ｃ－ｆ） ４４３０万９７８９円 

  （４）更正の請求 

     原告は、令和２年１２月２４日、浦和税務署長に対し、本件宅地に係る本件特例の適用額

に誤りがあったこと等を理由に更正をすべき旨の請求をしたが、その後、同請求を取り下げ

た（甲４、５）。 

     原告は、令和３年５月１４日、浦和税務署長に対し、①本件宅地に係る本件特例適用額に

誤りがあったこと、具体的には、本件宅地のうち本件倉庫の敷地の用に供されている部分

（以下「本件倉庫敷地部分」という。）について、本件当初申告及び本件修正申告において

は特定居住用宅地等に含めていたが、特定事業用宅地等に含めるべきであったなどの誤りが

あり、特定事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積が実際には４１８．４６㎡となる

から、本件特例適用額の計算に当たっては、特定事業用宅地等の限度面積要件である４００

㎡を基に行うべきであること（以下「本件更正の請求の理由ア」という。）、②本件宅地を含

む複数筆の土地の価額に評価の誤りがあったこと（以下「本件更正の請求の理由イ」とい

う。）を理由として、別表１「課税処分等の経緯」の「更正の請求」欄記載の内容の更正を

すべき旨の請求（以下「本件更正の請求」という。）をした。 

  （５）更正処分 
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     浦和税務署長は、令和４年１月６日付けで、①本件更正の請求の理由アについては、原告

は、措置法６９条の４の規定に反する誤りはなく、特定事業用宅地等として７５㎡を、特定

居住用宅地等として３３０㎡を選択する旨記載した本件当初申告書を提出し、また、当該選

択に基づく課税価格の計算に誤りはないため、本件更正の請求により特定事業用宅地等につ

いて４００㎡を選択することはできない、②本件更正の請求の理由イについては、本件宅地

は正面路線及び裏面路線に接した土地であるところ、本件修正申告においては本件宅地の評

価に当たり財産評価基本通達１７に定める二方路線影響加算を行っているが、裏面路線は特

定路線価が設定された路線であるから、本件更正の請求の理由イのとおり、二方路線影響加

算は行わず、原告の課税価格から減算することが相当である等の理由で、別表１「課税処分

等の経緯」のとおりの更正処分（以下「本件更正処分」という。）をした（甲７）。 

  （６）審査請求 

     原告は、令和４年４月４日、国税不服審判所長に対し、本件更正処分のうち本件更正の請

求の理由アに対する判断等を不服として、審査請求をした。国税不服審判所長は、令和５年

２月２０日付けで上記審査請求を棄却した。（甲１） 

  （７）本件訴訟の提起 

     原告は、令和５年４月２８日、本件訴訟を提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

  ３ 争点及び争点に対する当事者の主張 

本件の争点は、本件更正の請求の理由アが国税通則法２３条１項１号の要件を満たすか否か

である。 

   （原告の主張） 

（１）原告は、本件当初申告及び本件修正申告において、本件納屋敷地部分の地積７５．００㎡

のみが特定事業用宅地等であると事実誤認し、本件明細書等に特定事業用宅地等の面積を７

５．００㎡、特定事業用宅地等の面積のうち小規模宅地等の面積を７５．００㎡とそれぞれ

記載したのである。実際は、本件倉庫敷地部分も特定事業用宅地等に該当するものであり、

本件宅地に複数の建物が建っていることを前提に算定すると、本件納屋敷地部分の面積は１

５４．５６２５㎡（本件宅地の全面積１０６３．６２㎡×本件納屋の床面積４６．４８㎡÷

本件宅地上の複数の建物の各床面積合計３１９．８５１４㎡）、本件倉庫敷地部分の面積は

２６３．９０㎡（本件宅地の全面積１０６３．６２㎡×本件倉庫の床面積７９．３６㎡÷本

件宅地上の複数の建物の各床面積合計３１９．８５１４㎡）であり、その合計は４１８．４

６２５㎡であるところ、本件特例を適用できる限度面積は４００㎡であるのに７５．００㎡

しか選択しないということは通常あり得ないから、上記記載は、特定事業用宅地等の面積全

部に本件特例を適用する意思によるものであったことが明白である。原告が、本件明細書等

において、特定居住用宅地等についてはその面積を９８８．６２㎡と記載した上で小規模宅

地等の面積を３３０．００㎡と記載していること、すなわち一部である３３０．００㎡を限

度面積まで選択していることと比較しても、特定事業用宅地等についても限度面積上限まで

適用したことになるといえる。 

本件は、原告が、本件当初申告時及び本件修正申告時において、本件宅地のうち特定事業

用宅地等の面積が７５．００㎡であり、残りが特定居住用宅地等であってその面積が９８８．

６２㎡であると事実誤認したというものであり、その上で相続税の課税価格を計算して納税

額が過大となったというものであるから、国税通則法２３条１項１号に該当する事由が存す
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るといえる。 

  （２）本件において、原告は、本件当初申告時及び本件修正申告時に申告していなかった本件特

例の適用を事後的に受けようとしているものではないし、事後的に選択内容を変更して本件

特例の適用範囲を拡大しているわけでもない。原告は、飽くまでも、特定事業用宅地等の面

積の認識に誤りがあった結果として計算を誤ってしまったことから、更正の請求をするとい

うものであるから、本件更正の請求は、本件特例の適用範囲を拡大しているわけではない。 

   （被告の主張） 

  （１）更正の請求が、納税申告書の提出により納付すべき税額又は更正後の税額が過大であるだ

けでなく、それが「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つてい

なかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと」に基づいている場合に限られるのは、所得

計算の特例、免税等の措置で一定事項の申告等を適用条件としているものについてその申告

がなかったため、納付すべき税額がその申告等があった場合に比して過大となっている場合

において、更正の請求という形式でその過大となっている部分を減額することを排除する趣

旨によるものである。そのため、個別税法上のある措置の適用要件として一定事項が申告書

に記載されることが求められている（いわゆる当初申告要件。以下「当初申告要件」とい

う。）にもかかわらず、その記載がなかった場合で、かつ、当該措置において当初申告要件

の緩和が行われていない場合には、その個別税法上、単に当該措置が適用されないだけであ

って、当該申告書の記載自体に誤りがあるということにはならず、したがって、更正の請求

事由には該当しないこととなる。 

（２）措置法６９条の４第６項規定の「申告書」につき、修正申告書は含まれているのに対し、

更正請求書は含まれていないことからすれば、更正請求書について当初申告要件が緩和され

ているということはできない。したがって、本件特例の適用を受けるためには、当初申告又

はその修正申告において、特例対象宅地等を法令に基づき選択するとともに、所定の手続要

件を充足する必要があり、更正の請求によって事後的に本件特例の適用を受けることができ

ないのと同様、更正の請求によって事後的に選択内容を変更して本件特例の適用範囲を拡大

することはできない。 

  （３）原告は、本件当初申告に係る本件明細書において、「特定事業用宅地等」につき、本件宅

地のうち本件納屋敷地部分７５㎡が「小規模宅地等」に該当するとして本件特例に基づく課

税価格の減額計算をしていることからすれば、原告が本件当初申告において、本件倉庫敷地

部分を特定事業用宅地等として選択したと解する余地はない。また、本件修正申告に係る本

件修正明細書における課税価格の減額計算についても、本件明細書と同様の計算がされてい

ることから、原告が本件修正明細書において、本件倉庫敷地部分を特定事業用宅地等として

選択したと解する余地もない。 

     以上のとおり、原告は、本件当初申告及び本件修正申告のいずれにおいても、本件倉庫敷

地部分につき、特定事業用宅地等として本件特例の適用を受ける旨の選択をしていないので

あるから、本件更正の請求によって本件倉庫敷地部分を特定事業用宅地等として本件特例の

適用を受ける旨の選択をすることはできない。 

  （４）以上のとおり、本件更正の請求の理由アは国税通則法２３条１項１号の要件を満たさない。

なお、上記を前提とした小規模宅地等についての課税価格の計算明細は、別表２のとおりで

ある。 
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 第３ 当裁判所の判断 

  １ 関係法令の規定及びその趣旨等について 

国税通則法２３条１項は、同項各号のいずれかに該当する場合には、納税申告書を提出した

者が、一定の期間内に税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正を

すべき旨の請求をすることができる旨を定め、その１号において、「当該申告書に記載した課

税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該

計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額（中略）が過大で

あるとき」と定めるところ、同号の趣旨は、所得計算の特例、免税等の措置で一定事項の申

告等を適用条件としているものについてその申告がなかったため、納付すべき税額がその申

告等があった場合に比して過大となっている場合において、更正の請求という形式でその過

大となっている部分を減額することを排除することにあると解するのが相当である。 

    措置法６９条の４第１項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の

開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人等の事業の用又は居住の用に供

されていた宅地等で財務省令で定める特例対象宅地等（特定事業用宅地等、特定居住用宅地

等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等）がある場合には、当該相続又は遺贈

により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対

象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選

択をしたもの（選択特例対象宅地等）については、限度面積要件を満たす場合に限り、相続

税法１１条の２に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該選択特例対象宅地等

（小規模宅地等）の価額に措置法６９条の４第１項各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ

当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とするとし、１号において、特定事業用宅地等、

特定居住用宅地等については１００分の２０とする旨を定め、同条２項において、特定事業

用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積要件を合計４００㎡以下（同項１号）、特定居

住用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積要件を合計３３０㎡以下（同項２号）とす

る旨を定め、同条６項は、同条１項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該

相続又は遺贈に係る相続税法２７条又は２９条の規定による申告書（これらの申告書に係る

修正申告書を含む。）に措置法６９条の４第１項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、

同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限

り適用する旨を定める。この規定は、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人

の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地のうちいわゆる小規模宅地等については、

それが相続人等の生活の基盤の維持のために不可欠のものであって、その処分について相当

の制約を受けるのが通常であるところから、相続税の課税上特別の配慮を加えることとした

ものである。 

    措置法施行令４０条の２第５項は、特例対象宅地等のうち、措置法６９条の４第１項の規定

の適用を受けるものの選択は、①当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ同項の規定

の適用を受けるものとして選択しようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項

各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類（１号）、②当該特例対象宅地

等を取得した全ての個人に係る１号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部

の全てが措置法６９条の４第２項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した

書類（２号）、③当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林を取
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得した全ての個人の１号の選択についての同意を証する書類（３号）の全てを相続税の申告

書に添付してすることを定める。 

    すなわち、措置法６９条の４第１項の規定の適用を受ける対象の選択は、相続税の申告書

（これらの申告書に係る修正申告書を含む。）に添付する措置法施行令４０条の２第５項各号

所定の書類の記載によりされるものであることが、法令上定められているものである。 

  ２ 判断 

  （１）本件更正の請求の理由アが国税通則法２３条１項１号の要件を満たすか否かについて 

    ア 上記１のとおり、措置法６９条の４第６項が、本件特例の適用を受けようとする者のい

わゆる当初申告書又はその修正申告書に同条１項の適用を受けようとする旨を記載し、同

項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限

り同項を適用する旨を定めていることに加え、同項及び同条３項において、特定事業用宅

地等と特定居住用宅地等とは別の区分に該当するものとして規定され、措置法施行令４０

条の２第５項１号においても、措置法６９条の４第１項の「規定の適用を受けるものとし

て選択しようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅

地等の区分その他の明細を記載した書類」を申告書に添付することが求められていること

に照らすと、本件特例は、納税者が、当初申告又はその修正申告において、本件特例を受

けるものとして当該特例対象宅地等又はその一部について小規模宅地等の区分その他の明

細を記載した書類をもって選択した範囲で適用されるというべきであり、後になってこれ

を覆し、本件特例の適用を拡大する趣旨で更正の請求をすることを許さないこととしたも

のと解される。 

    イ（ア）前提事実（３）ア及びイのとおり、本件明細書等において、特定事業用宅地等に区

分されているのは本件納屋敷地部分（７５．００㎡）のみであり、本件宅地のその他

の部分（本件倉庫敷地部分を含む。）については特定居住用宅地等に区分されている

ことからすれば、本件明細書等において、本件倉庫敷地部分が特定事業用宅地等とし

て区分されていたと認めることはできない。したがって、本件当初申告及び本件修正

申告において、措置法６９条の４第３項１号所定の特定事業用宅地等として本件倉庫

敷地部分を選択したものとは認められないから、本件倉庫敷地部分につき、同号所定

の特定事業用宅地等として本件特例を適用するための要件が満たされているとはいえ

ない。 

        そうすると、本件更正の請求の理由アは、本件特例の適用範囲を拡大することを求

めるものであると解するのが相当であるから、上記１に説示したとおりの本件特例に

係る規定の内容及び趣旨に鑑みれば、国税通則法２３条１項に基づき更正をすべき旨

の請求をすることができる事由には該当しない。 

     （イ）原告は、本件申告時及び本件修正申告時には、本件倉庫敷地部分については特例事

業用宅地等には該当しないものと事実誤認をしていたが、本件明細書等の記載からす

ると、特定事業用宅地等の面積全部に本件特例を適用する意思であったことは明白で

あり、本件特例の適用範囲を拡大することを求めるものではない旨を主張する。 

        上記（ア）に説示したとおり、本件明細書等においては、本件倉庫敷地部分が特定

事業用宅地等として区分されていたと認めることはできないところ、上記１に説示し

たとおりの本件特例に係る規定の内容及び趣旨に鑑みれば、小規模宅地等の区分に係
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る納税者の申告は本件特例の適用の可否に係る重要な要素と位置付けられていると解

するのが相当であり、そうすると、小規模宅地等の区分の事実誤認は、国税通則法２

３条１項に基づき更正をすべき旨の請求をすることができる事由である「当該計算に

誤りがあった」場合には該当しないものというべきである。仮に原告の上記主張を採

用した場合には、本件特例に係る規定が、本件特例の適用を受ける対象の選択（小規

模宅地等の区分を含む。）を納税者の申告又は修正申告に委ねており、更正の請求の

形式で行うことを認めていないことを実質的に潜脱することになるのであり、このこ

とからしても、原告の上記主張を採用することはできない。 

  （２）本件更正処分の適法性 

ア 上記１で説示したとおり、本件更正の請求の理由アは、国税通則法２３条１項１号所定

の事由に該当しない。 

    イ 本件明細書等における本件特例適用額の計算は、以下のとおり、法律の規定に従ってお

り、その計算自体にも誤りはない。 

      前提事実（２）のとおり、原告は、本件被相続人と同居して生活を共にしていた者であ

り、本件納屋敷地部分は、本件被相続人と生計を一にする親族である原告の事業（農業）

の用として供されていた宅地であり、当該宅地を相続により取得した原告は、本件相続開

始時から本件相続税の申告期限まで引き続き本件宅地を有し、かつ、本件宅地を自己の事

業（農業）の用に供していたことから、本件納屋敷地部分は、特定事業用宅地等に該当す

る。 

      前提事実（３）のとおり、原告は、本件明細書等において、「特定事業用宅地等」につ

いては、本件宅地等のうち７５㎡であるとしているところ、このような記載は措置法６９

条の４第２項１号の限度面積要件を満たしている。 

      前提事実（３）のとおり、本件当初申告書及び本件修正申告書には、本件明細書等によ

り、それぞれ本件特例の適用を受ける旨が記載されており、その他法令の定める適用要件

を満たしていなかったと認めるに足りる証拠はない。 

      したがって、本件明細書等における本件特例適用額の計算は、法律の規定に従っており、

その計算自体にも誤りはなく、これを前提とした小規模宅地等についての課税価格は、別

表２⑯記載の金額と同額である。 

    ウ その他、本件更正処分につき違法であることをうかがわせる事情は見当たらないことか

ら、本件更正処分は適法である。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 品田 幸男 

   裁判官 片瀬 亮 

   裁判官 横井 靖世 
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（別紙1)

．．．  

••••• 
・・・● ● ．．．．  

． ．  
．．  
．．．  • ・ • • • 
● ．●＼． • ． ． ．．  

• 関係法令の定め

1 租税特別措置法（平成31年法律第6号による改正前のもの。以下「措置法」

という。） 69条の4（小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例。

6 以下 ・「本件特例」という。）．

10 

'(l) 1項

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前に ・

おいて、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一に．

＇ していた当該被相続人の親族 (3項におい七「被相続人等」という。）の事業

（事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。）の

用又は居住の用（居住の用に供することができない事由として政令で定める事

由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなか

った場合．（・政令で定める用途に供されている揚合を除く。）における当該事由

により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項

15 . 2号において同じ。）に供されていた宅地等（土地又は土地の上に存する権利

をいう。同項及び69条の5第5項において同じ。）で財務省令で定める建物

又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの ・（特定事業

用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地

等に限る。以下この条9において「特例対象宅地等」という。）がある場合には、

20 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、

当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受

けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの（以下この項及び2 、

項において「選択特例対象宅地等」という。）については．、限度面積要件を瀾

たす場合の当該選択特例対象宅地等 ＇（以下この項において「小規模宅地等」と

25 いう。）に限り、相続税法11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべ

き価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に
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．．． ...... 
••••••• ． ．． •• ．．． ．．． ．． ． ．．． ヽ
．． 

・応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模 ．

宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 1 0 0分の2

゜5
 

2号貸付事業用宅地等である小規模宅地等

2項

1 0 0分の50

10 

2号
．．  

16 

1項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を ・

取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各 ・

・号に定める要件とする。 ． 

1号特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等 (3号イにおいて「特

定事業用等宅地等」．という。．）である選択特例対象宅地等 当該選択特例

対象宅地等の面積の合計が400平方メートル以下であること。

特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等

の面積の合計が330平方メートル以下であること。

(3号略）

(2) 

(3) 3項 ．・

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 ．
．
 1号

a ． ． 

蕊

特定事業用宅地等．；

被相続人等の事業．（不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下

この号及び3号において同じ。）の用に供されていた宅地等で、次に掲げ

る要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族（当該親族から相続又は遺

贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び4号（ロ

．を除く。）において同じ。）が相続又は遺贈により取得したもの（政令で

定める部分に限る。）をいう。

ィ 当該親族が、相続開始時から相続税法27条
、 29条又は31条2項の．
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．．． ．．．．．． ． 
••••••• ... ．． ．．． 
.. ・ ●．．． ．．． 

＇口

• 2号

10 

・規定による申告書の提出期限（以下この項において「申告期隈」という。）

までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申・

告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。

当該被相続人の親族が当該被相続入と生計を一にしていた者であって

相続開始時から申告期限（当該親族が申告期限前に死亡した場合には、そ

の死亡の日。 4号イを除き、以下この項に•おいて同じ。）まで引き続き当 ‘

該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等

を自己の事業の用に供していること。

特定居住用宅地等 • 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等（当該宅地等が二以上ある場'.

合には、政令で定める宅地等に限る。）で、当該被相続人の配偶者又は次に

．＇掲げる要件のいずれかを潰たす当該被相続人の親族（当該被相続人の配偶者

を除く・。以下この号において同じ。．）が相続又は遺贈により取得したもの（政

令で定める部分に限る。）をいう。

• 15 • • ・ ィ

勾 ロ

ぉ

当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続

人の居住の用に供されでいた一棟の建物（当該被相続人、・当該被相続人の

配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分どして政令で定める部

分に限る。）に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引

き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

当該親族（当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者

であって財務省令で定めるものに限る。）が次に掲げる要件の全てを満た

すこと（当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人

の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がい'

ない場合に限る。）。． ． 

(I)相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、・当該親族

の配偶者、当該親族の3親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある
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' 法人として政令で定める法人が所有する家屋（相続開始の直前
において

当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。）に居住し
たこと

． ＇がなし・ヽこと。 ． ． 

. (2 } 

10 

当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続
開

始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

・9(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有してい
ること。

＾当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた考であつて、
相続開始時か

ら申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かっ、相続開始前か
ら申告期限

まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。

(3号、.4号略） • ,• 

.6項 ・

1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は
遺贈に係

る相続税法2.7条又は2.9条の規定による申告書（これらの・申告書に
係る期限後

申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。 7項において
「相続税の申

告書」という。）に1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し
、同項の規定

• ~こよる計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限

り、適用する` 。

7項

(4) 

15 

. (7) 

.. 20 

税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は6項の記載若しくは添
・

付がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提
出又は記載若し

くは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、当該

記載をした書類及び．同項の財務省令で定める書類の提出があった場
合に限り、

項の規定を適用することができる。

9項(8) 

ー

ぉ 4項から8項までに定めるもののほか、 1項の規定の適用に関し必要な事項は、．

政令で定める。
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．．． 
••••• 
I>.. ••••• ．． ．． ．．． ••• ．．． . ~. 

2
 

5
 

10 

・1号

16 

．， 

2号

• 20 

租税特別措置法施行令（平成31年政令10 2号による改正前．のもの
。以下、「措

置法施行令」という。） 4.0条の2 （小規模宅地等につい
ての相続税の課税価格

の計算の特例） 5項 ・

． 措置法69条の4第1項に規定する個人が相続又＇は遺贈（中略）により取得し

・た同項に規定する特例対象宅地等（以下この項及び20項
において「特例対象宅

：地等」という。 ．）のうち、同法69条の4第1項の規定の適用を受けるものの選 ．．

択は、次に掲げる書類の全てを同条6項に規定する相続税
の申告書に添付してす

るものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与（
中略）により特例対象

．．宅地等並びに同法69条の5第2項4号に規定する特定計画山林のうち同号イ．に

・ 掲げるもの（以下この項及び20項において「特例対象
山林」という。）及ぴ当

．該特定計画山林のうち同号口に掲げるもの（以下この項
において「特例対象受贈 ．

山林」という。）の全てを取得した個人が一人である場合に
は；・1号及び2号に

掲げる書類とする。 ． 

当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ措置法69条の
4第1項の

規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特
例対象宅地等又はそ

：の一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その
他の明細を記載した

書類

当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る 1号の選択を
しようとす

る当該特例対象宅地等又はその一部の全てが措置法69条の4
第2項に規定す

． る限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
． 

3号 当該特例対象宅地等又は当該特例対象山林若しくは
当該特例対象受贈山林

を取得した全ての個人の 1号の選択についての同意を証する書
類

以 上
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.. ．．． . - .-... •·. ..... ~. ．． .... .... ．．． .. -. • . .... 
I
 ，
 

（別紙2)・

• 1 土地

所

5
 

• ` ... 

在

現況地目

地

2・-1  

積 ・106 3.. 6 2d 

建物 ・（未登記） ．

在 ：さいたま市緑区

類居宅

造

． 床面積

・所．

種

. 10 構

不

さいたま市緑

宅地

．産
．
 

‘

動 目 録

め一部

2...:.. 2 

所 ．

種類

構 ．造

床面積

木造―

-- 156. 09nl 

納屋（未登記）

在

16 

さいたま市緑＿

附属家 ． 

軽量鉄骨造

45.. 36rrl 

以 上
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区 分

• ●月日• ・

庫 得舅 ●の ． ．鬱

債●及び算武費層の傘鶴• . . 
人
の鑢 ．賣 ． ． ● 

； ．． 

: • • 覆 ． 櫨

' ． 槽 績 裏 の 緯 鬱
10 

； ●霧賢重 の 饉麟
B 

仕； ． ： ・幅に算入すべ“ : ● れている宅嶋の
: ．．量・び●式費層の・ • 
． ， 

． 
賣 ヽ • • • • 縄

鼻 ノ覆 • ヽ
納け す “ e 覆•

．．． 
••••• 
● ● ●、....... ... ．．． ．． ．． ． .... 
課税処分等の経緯

●● （瓢●内） 肇正●曹更王の● ＊ 更正鑓分

會和元皐”"2B 9和JIIヽB 會麻“"JII“'．＊和1JI6B

`““.6” 広“`“
油 ，4吐四 ao1;111，埠

“い紐．“ “•お9.06 42,2”し“‘ “，ぉ9．“‘
， 

762. I製i.z:11l ”a1諷ヽ11 "3,1“",7:'I 768,857,HI 

• 7U.1氏 000 171.Iヽ“,OOO "1UI;ooc • "&“`” 

“̀ ”2.000 ZI,"̀“° 鵡7.“̀ ooa ヽ 21̀ “2.“° 

． n` 算,,,u 7“”0.” ”9．以 ．＇“ .”`“1 02I 

“幻．024 絋m.口4 鵡鱒．m “704,“I 

• CJ,蕊9.“̀ 嶋2□9,o、 “3鵬〇 “，磁．o

“n9.“° ＇ 立 13I.“ .“7．如．“3 “““  

螂，1四，OQCI • 四 131.“‘ “. m. OOO “2”200G 

1鍼017,200 201, 111.eo. 11".“o.300 ●, 193,7曳 m

• II嚢1

（単位 ；円）ー・

● 董 篇ヽ ＊ 凜 慎

舎和隼“'“` 會細學2JI201! 

.' 

｀ 

更
. IE 
錫
分
の

賽

呵

鶴
ヽ

鰭

畢
鯛
し

＼ 
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別紙３、別表２ 省略 
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